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④地域防災リーダーの活動にご協力ください 

阿倍野区では、地域の自主防災活動の中核となる「地域防災リーダー」約 300 名が

活躍しています。日ごろから、災害発生時に地域の先頭に立って初期消火や救出・救護

活動を行えるように訓練や研修を受け、防災に必要な知識や技術の習得に取り組んでい

ます。防災リーダーのお宅には、「阿倍野区地域防災リーダーの表札」を掲出していた

だいています（41 ページ参照）。 

 

     

【可搬式ポンプ操作訓練】          【心肺蘇生法・ＡＥＤ操作訓練】 

■「災害時協力事業所・店舗制度」および 

         「災害時青少年協力員制度」への登録を募集しています！ 

 

 阿倍野区役所では、地域防災力向上の一環として、災害時に地域の防災活動に

ご協力いただける事業所や店舗および中学生等の青少年をあらかじめ登録し、災

害時の防災活動の支援をしていただく制度です。登録していただいた事業所・店

舗にはステッカーを、青少年協力員には登録証をお渡ししますので、登録したい

という方はぜひ区役所へご連絡ください。 

 

      

   【登録事業所・店舗ステッカー】      【青少年協力員登録証】 

●お問合せ先：阿倍野区役所企画調整課（地域担当）06-6622-9787 
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（３）避難所生活のために 

避難所では、多くの人と共同生活を送ることになります。 

避難所では、地域活動協議会や地域振興会などが中心となって避難所運営委員会を開

き、生活のルールや役割分担を決めます。 

みんなでルールを守り､｢自分たちのことは自分たちで｣を基本に、お互いに協力し合

い、譲り合うことが大切です。 
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① 避難所の鍵と受入人数 

 避難所となる学校の門、体育館の鍵は、学校施設管理者と区役所、地域（近隣の町会

長等）により、複数人により管理されています。（私立学校等で警備員を配置している

場合を除く） 

受入人数の標準スペースは、就寝可能な広さとして一人あたり 1.62 ㎡（畳 1 畳程

度）ですが、避難者数によりこの広さを確保できないこともあります。 

 

②各地域ごとの避難所運営 

 災害時に地域住民や自主防災組織等による円滑な避

難所運営ができるよう、あらかじめ地域の実情に応じ

た「避難所運営マニュアル」を作成し、避難所におけ

る地域役員、地域防災リーダー、ボランティアなどの

役割分担や避難所間の連絡方法を明確にしておきまし

ょう。 

 また、避難所ではさまざまな方が共同生活を送ります。避難所の運営にあたっては、

避難者の多様性やニーズの違いに配慮し、男女共同参画の推進、高齢者や障がい者、外

国人等の要配慮者へのケアなどといったことに努めましょう。 

 

③津波による他区からの避難者の受入れ 

 南海トラフ巨大地震などの海溝型地震が発生した場合でも、阿倍野区には直接の津波

の被害は想定されていません（15 ページ参照）が、津波によって浸水した沿岸部の地

域から多くの避難者が阿倍野区へ避難してくることが想定されます。 

 避難所を運営するスタッフや区内の避難者もそのような状況が想定されることを十

分に理解し、他区からの避難者とも協力して避難所運営が円滑かつ安全に行われるよう

に努めましょう。 
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避難所生活心得 １０か条 

１．要配慮者を優先！ 

要介護高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦などの要配慮者 

のスペースや食事を優先しましょう。 
 

２．荷物は最小限！ 

避難所の一人のスペースは畳１帖分。余分な荷物は邪魔なだけです。 
 

３．避難所の仕事は全員で分担！ 

食事、トイレ掃除、水汲み、物資の配布などは、避難者全員で分担しましょう。ボ

ランティア任せも避けましょう。 
 

４．健康はしっかり自己管理！ 

夏は感染症、冬はインフルエンザ･･･。集団生活の中、それぞれが自分と家族の健

康をしっかり管理しましょう。特に、持病の悪化や心不全につながるトイレがま

んは、厳禁です。 
 

５．避難所の生活ルール厳守！ 

起床・就寝・食事の時刻、飲酒・喫煙などの共同生活のルールをみんなで相談して

決め、少々窮屈でも守りましょう。住民同士のトラブルの元です。 
 

６．自宅被災者にも配慮！ 

避難所に入所していない人も、みんな同じく被災者。自宅や車中で避難している人

にも物資や食事の提供が必要です。 
 

７．プライバシーを確保！ 

「トイレ問題」と「プライバシーの確保」が避難所生活の２大問題。避難生活が長

期化してくると、プライバシーのない生活からくるストレスで心身ともに不調に。

プライバシー確保に向けた工夫が必要です。 
 

８．譲り合い、助け合いの精神！ 

避難所は譲り合い、助け合って生活していく場です。避難所生活が長期化する場合

は特に、レクリエーションを行うなどして、心にゆとりをもつことができるように

しましょう。 
 

９．デマは流さず、惑わされず！ 

行政の支援や生活に関わる情報は大変重要。誰が何のために発信したものかをしっ

かり確認しましょう。デマを言ったり、デマに惑わされないよう注意しましょう。 
 

10．学校再開に協力！ 

学校は子どもたちの教育の場。できるだけ早く再開できるよう、普通教室は早く撤

退しましょう。また、避難所生活は厳しいものです。長くても２週間程度で退所で

きるようにしましょう。 


